
確認申請等窓口一覧【令和８年４月１日から】

●特定行政庁（県）

振興局名 土木部名等 課名 所管区域 （対象建築物等） 郵便番号 住所 ＴＥＬ（代表） ＦＡＸ E-mail

盛岡広域振興局 土木部 建築指導課
八幡平市、滝沢市、雫石町、
葛巻町、岩手町、紫波町、矢
巾町

020-0023 盛岡市内丸11-1 019-629-6650 019-652-6924 BA0006@pref.iwate.jp

土木部 〃
奥州市、金ケ崎町、一関市、
平泉町

023-0053 奥州市水沢大手町1-2 0197-22-2882 0197-22-2863 BD0006@pref.iwate.jp

　〃　 花巻土木センター 〃
花巻市、北上市、西和賀町、
遠野市

025-0075 花巻市花城町1-41 0198-22-4971 0198-22-5929 BB0005@pref.iwate.jp

土木部 〃
釜石市、大槌町、宮古市、山
田町、岩泉町、田野畑村

026-0043 釜石市新町6-50 0193-25-2708 0193-21-1106 BI0005@pref.iwate.jp

　〃　 大船渡土木センター 〃
大船渡市、陸前高田市、
住田町

022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 0192-27-9919 0192-27-3225 BG0005@pref.iwate.jp

土木部 〃
久慈市、普代村、野田村、
洋野町

028-8042 久慈市八日町1-1 0194-53-4990 0194-61-1123 BK0006@pref.iwate.jp

　〃　 二戸土木センター 〃
二戸市、軽米町、九戸村、
一戸町

 028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9209 0195-22-1084 BL0005@pref.iwate.jp

●特定行政庁（市）

市名 所管区域 （対象建築物等） 郵便番号 住所 ＴＥＬ（代表）

盛岡市 盛岡市
全ての建築物、建築設備
及び工作物

020-8532 盛岡市津志田14-37-2 019-639-9054

花巻市 花巻市 025-8601 花巻市花城町9-30 0198-24-2111

北上市 北上市 024-8502 北上市上江釣子17-201-2 0197-64-2111

奥州市 奥州市 023-1192 奥州市江刺大通り1-8 0197-35-2111

一関市 一関市 021-8501 一関市竹山町7-2 0191-21-2111

釜石市 釜石市 026-8686 釜石市只越町3-9-13 0193-22-2111

宮古市 宮古市 027-8501 宮古市宮町1-1-30 0193-62-2111

　２号：建築基準法第６条第１項第２号　　３号：建築基準法第６条第１項第３号　　政令：建築基準法施行令

https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html

建設部都市整備課 https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/

建設部都市計画課 https://www.city.kamaishi.iwate.jp/

都市整備部都市整備課 https://www.city.miyako.iwate.jp/index.html

部名等 ホームページアドレス

都市整備部建築指導課 https://www.city.morioka.iwate.jp/

建設部建築住宅課
・２号建築物のうち、木
造の建築物（地階を除く
階数が３以上であるも
の、延べ面積300平方
メートルを超えるもの又
は高さが16メートルを超
えるものを除く。）
・３号建築物
・上記建築物に設ける建
築設備
・政令第148条第１項第
３号に掲げる工作物

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/

建設部都市計画課 https://www.city.kitakami.iwate.jp/index.html

都市整備部都市計画課

岩手管内の建築行政に関する事務は、盛岡市内は盛岡市、その他の特定行政庁の市内の小規模な建築物等はそれぞれの市、それ以外は県が行っています。（詳細は「特定行政庁（市）」をご確認ください）
　【建築行政に関する事務の代表的なもの】
　　・建築基準法：建築確認審査･検査、各種許可・認定審査、定期報告書、建築計画概要書の閲覧･写しの交付、台帳記載事項証明交付
　　・ひとにやさしいまちづくり条例：協議書審査・検査
　　・建築物省エネ法：省エネ適判等
　　・長期優良住宅普及促進法：認定等
    ・都市低炭素法:低炭素認定等

・県の所管する区域の対象建築物等は、出先機関の土木部又は土木センターで事務を行っています。（県庁では、事務を行っておりません。）
・審査は県でも書類の提出窓口が建設地の市町村となっている書類があります。（建築基準法施行細則第24条、ひとまち協議書）
・単独勤務や勤務状況などより、担当職員が不在場合や、当日対応ができなかったり、混雑時はお待ちいただく場合があります。来所される際は、予め各土木等へお問合せいただき、事前に電話予約をお願い
します。
　事前予約の方を優先に対応します。なお、E-mailによる相談も可能ですので、ご利用ください。
・建築計画概要書の閲覧をしたい場合、閲覧したい概要書の年度をお知らせください。（閲覧時間は、土日祝日年末年始を除く午前：9時～12時、午後：13時～16時）
　閲覧したい建築計画がある場合は「確認済証番号、交付年月日」をお知らせください。不明の場合は、検索のお手伝いを担当職員が行うことも可能です。
　検索のお手伝いが必要な場合は、予め検索を行いますが、お時間をいただきます。特定できる情報を記載した書面により、来所予定日前に余裕をもってお申込ください。（3日営業日前には）
・台帳記載事項証明書は、事務手続きの関係で、原則即日発行できません。建築計画概要書で物件を特定後、岩手県収入証紙を貼付し証明願を提出してください。
　郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を併せて提出いただければ、郵送します。
・建築基準法上の道路種別の判定は、盛岡市、花巻市、北上市、奥州市、一関市、釜石市、宮古市内は、各市で実施していますので、各市に直接お問合せください。
　その他の市町村は、県で判定しますが、県の岩手県公式ホームページにある『いわてデジタルマップ　指定道路図』をご確認いただき、色が塗られていない場合は、お問合せください。

全ての建築物、建築設備
及び工作物

（特定行政庁である市の
区域内における、建築
物、建築設備及び工作物
を除く。）

県南広域振興局

沿岸広域振興局

県北広域振興局


